
様式１

年 月 日

農業改良資金貸付資格認定申請書

○○(都道府)県知事 殿

住 所

氏 名 印

農業改良資金融通法（昭和31年法律第102号）第３条第１項の農業改良資金の貸付けに

ついて、貸付資格の認定を受けたいので、申請いたします。

なお、本申請書（別添を含む。）及び貴（都道府）県が保有する農業改良資金の貸付残

高に関する情報を、関係機関に対して提供することに同意いたします。

（別添）

農業経営改善関係資金基本要綱（平成14年７月１日付け14経営第1704号農林水産事務次

官依命通知）第３の１に定める借入申込希望書及び経営改善資金計画書を添付する。
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様式２

年 月 日

農業改良資金貸付資格認定申請書（作業受託組織等用）

○○(都道府)県知事 殿

住 所

氏 名 印

農業改良資金融通法（昭和31年法律第102号）第３条第１項の農業改良資金の貸付けに

ついて、貸付資格の認定を受けたいので、申請いたします。

なお、本申請書（別添を含む。）及び貴（都道府）県が保有する農業改良資金の貸付残

高に関する情報を、関係機関に対して提供することに同意いたします。

（注）関係機関とは、農業改良資金制度運用基本要綱（平成14年７月９日付け14経営第1931

号農林水産事務次官依命通知）第３の６で定める貸付けの手続において関係する公庫又

は融資機関とする。
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別添（様式２附属）

事 業 計 画 書

１ 総括表

事業の対象となる部門 参 加 農 業 者 戸 数

戸
うち要綱第３の１の(1)のア～エに該当する者

戸

参 加 農 業 者 の 作 物 の 面 積（ha）

稲 麦 野 菜 果 樹 ・・・ その他 計

現 況

目 標

参 加 農 業 者 の 総 耕 作 規 模（ha）

水 田 普通畑 樹園地 その他 合 計

（注）目標欄は、おおむね５年後の目標を記入すること。

２ 組 織 の 概 要

名 称

主たる事業所の所在地

会 員 数

事 業 の 概 要

設 立 の 時 期 設 立 年 月 日

代 表 者 の 氏 名 役 名 （ 氏 名 ）

資 産 の 概 要 等

（注）定款又は規約を添付すること。

３ 構成員の業務分担

役 割 氏 名 年 齢
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４ 栽培管理等作業計画

作 業 名（ha）

備 考

耕 起 は種 ・・・ ・・・ ・・・ 収 穫 乾 燥

共同作業

受託作業

５ 機械・施設の利用計画

区分 既導入機械・施設 新規導入機械・施設

作業名 耕うん機 ・・・ ・・・ ・・・ トラクター ・・・ ・・・ ・・・

台 台

耕 起

は 種

･･････････

･･････････

６ 技術の導入等により解決しようとする課題の概要（農業改良措置の内容）

（例）・一連の能率的、省力的な技術を導入し、農作業の受託（○○○等）による規模拡大を図
る。

・集団的生産組織を結成、運営する取組を進め、低コスト化による効率的な生産に資する
ための作業技術体系を導入する。

７ 貸付けの対象となる機械・施設等の導入計画

機械・施設等名 規模・能力等 員 数 単 価 金 額 備 考

千円 千円

８ 資金計画 （単位：千円）

資 金 調 達 方 法

総 事 業 費 備 考

農業改良資金 自 己 資 金 そ の 他

９ 添付資料
作業受託に係る事業の場合は、契約書等の写しを添付すること。
機械の共同利用については、機械の管理規程等を添付すること。
（都道府）県知事が求めた場合は、農業改良資金制度運用基本要綱（平成14年７月９

日付け14経営第1931号農林水産事務次官依命通知）第３の６の(2)に基づき公庫が定め
た借入れの申込みに係る書類の写しを添付すること。
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様式３

番 号

年 月 日

農業改良資金貸付資格認定審査結果通知書

殿

○○(都道府)県知事 印

（貸付資格を認定する場合）

年 月 日付けで提出があった農業改良資金の貸付資格の認定について、別添の

計画に記載された農業改良措置に関して、農業改良資金の貸付けを受けることは適当である

と認め、その旨を通知する。

（貸付資格を認定しない場合）

年 月 日付けで提出があった農業改良資金の貸付資格の認定について、別添の

計画に記載された農業改良措置に関して、以下の理由から農業改良資金の貸付けを受けるこ

とは適当でないので、その旨を通知する。

貸付資格を認定しない理由

（別添）

提出のあった経営改善資金計画書の写しを添付する。

注１ 作業受託組織等が申請者の場合にあっては、経営改善資金計画書に代えて様式２

に添付された別添(様式２附属）の写しを添付する。

２ 特例対象者が申請者の場合にあっては、経営改善資金計画書に代えて様式６に添

付された別添（様式６附属）の写しを添付する。
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様式４

番 号

年 月 日

○○（都道府）県知事 殿

公庫又は融資機関の代表者 印

農業改良資金貸付資格認定申請書の送付について

農業改良資金融通法（昭和31年法律第102号）第３条第１項の農業改良資金の貸付けに

ついて、 年 月 日付けで別添のとおり○○○（申請者名）から農業改良資金貸

付資格認定申請書の提出がありましたので、送付いたします。

（別添）

提出のあった農業改良資金貸付資格認定申請書を添付する。

注１ 作業受託組織等が申請者の場合にあっては、様式２を添付する。

２ 特例対象者が申請者の場合にあっては、様式６を添付する。
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様式５

番 号

年 月 日

公庫又は融資機関の代表者 殿

○○（都道府）県知事 印

農業改良資金貸付資格認定審査結果の通知について

年 月 日付けで○○○(申請者名）から申請があった農業改良資金の貸付資格

の認定については、別添のとおり農業改良資金貸付資格認定審査結果通知書を交付したので、

お知らせする。

（なお、当該申請者に対し本県が貸し付けた農業改良資金の残高は、平成 年 月

日現在 円であるので、申し添える。）

注：当該申請者に対して既に都道府県が貸し付けた農業改良資金の貸付残高が存在する場合、

括弧書き以下の文を追加してその金額を通知すること。

（別添）

申請者に交付した農業改良資金貸付資格認定審査結果通知書（様式３）の写しを添付す

る。
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様式６
年 月 日

農業改良資金貸付資格認定申請書（特例対象者用）

○○（都道府）県知事 殿

住 所

氏 名 印

農業改良資金制度運用基本要綱（平成14年７月９日付け14経営第1931号農林水産事務次官

依命通知）第４の６の規定に基づき、農業改良資金の貸付資格の認定を受けたいので申請い

たします。

なお、本申請書（別添を含む。）及び貴（都道府）県が保有する農業改良資金の貸付残高

に関する情報を、関係機関に対して提供することに同意いたします。

（注１）特例対象者とは、農業改良資金制度運用基本要綱（平成14年７月９日付け14経営第

1931号農林水産事務次官依命通知。以下「運用基本要綱」という。）第４の１の(1)

から(3)までに定める貸付対象者をいう。

（注２）関係機関とは、運用基本要綱第３の６で定める貸付けの手続において関係する公庫

又は融資機関とする。

（別添）

認定農商工等連携事業計画、認定生産製造連携事業計画又は認定総合化事業計画を添付

すること。

（都道府）県知事が求めた場合は、運用基本要綱第４の６の(1)に基づき公庫が定めた

借入れの申込みに係る書類の写しを添付すること。
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別添（様式６附属）

受 理 機 関

１ 農業改良資金の借受けの概要

借り受けようとする事業費及び申請額
資金交付

償還期間 据置期間
希 望 日

事 業 量 事 業 費 申 請 額

年 年 月 日 千円 千円

申 請 者 の 概 要

申請者の氏名又は名称、主たる事
業所(場)の所在地、設立時期（個
人にあっては事業開始の時期）、
事業の概要、資本金の額又は出資
の総額、常時使用する従業者数

２ 認定中小企業者、認定製造事業者等又は促進事業者による農業改良措置の支援の概要

（１）農業改良措置を支援するための措置の内容

（２）支援によって改善される農業者の農業経営の概要

区 分 具体的作物家畜名等

新農業部門の経営の開始 例 変更前 → 変更後

新加工事業の経営の開始 春まき小麦 春まき小麦

農畜産物の生産方式の導入 プラウ耕起～破土 (プラウ耕起）破土・整

農畜産物の販売方式の導入 ・整地～施肥・は種 地・施肥・は種

農畜産物の加工品の生産方式の導入 コンビドリルを導入することにより、春まき小麦のは

農畜産物の加工品の販売方式の導入 種体系を変更。破土・整地・施肥・は種が１工程で可能

となり、労働時間の軽減や適期は種作業を可能とし、コ

ストの削減及び品質の向上が図られる。

※区分欄において該当する選択肢に ※農業改良措置（農業経営の改善）の内容が明確に

を記すこと。 なるように記載すること。

３ 計画期間

平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
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４ 連携又は支援先の農業者等の氏名及び居住地

氏名 住所

５ 農業改良資金の借入れにより設置する施設

（１）連携又は支援先の農業者等の農業経営に必要な施設の設置

設置年度 施設等の規模・能力等 事業費 設置効果(作業の効率化等)

㎡(台) 千円

施設等の設置場所

特例対象者の倉庫等に設置・保管,

農業者の圃場に設置, 農業者の倉庫等に設置・保管,

その他（ ）

（注１） 施設の設置は連携又は支援先の農業者等のために行うものとする。

（注２） 導入施設が複数ある場合は施設ごとに記入すること。

（注３） 導入施設に関する見積書等、融資機関が指示する書類を添付すること。

（注４） 施設等の設置場所については、該当する選択肢に を記すこと。なお、そ

の他の場合には具体的に記入すること。

（注５） 認定中小企業者又は促進事業者がそれぞれ連携又は支援先の農業者等に代わ

って当該施設を設置する場合は、施設の改良以外のものに限る。

（２）農業改良措置を支援するための加工施設の改良、造成又は取得

設置年度 加工施設等の規模・能力等 事業費 農畜産物等の加工内容

㎡(台) 千円

（注１） 施設の設置は連携又は支援先の農業者等のために行うものとする。

（注２） 導入施設が複数ある場合は施設ごとに記入すること。

（注３） 導入施設に関する見積書等、融資機関が指示する書類を添付すること。

（注４） 当該加工施設の取得等は認定中小企業者又は促進事業者に限る。

（３）農業改良措置を支援するための販売施設の改良、造成又は取得

設置年度 販売施設等の規模・能力等 事業費 農畜産物等の販売内容

㎡(台) 千円

（注１） 施設の設置は連携又は支援先の農業者等のために行うものとする。

（注２） 導入施設が複数ある場合は施設ごとに記入すること。

（注３） 導入施設に関する見積書等、融資機関が指示する書類を添付すること。

（注４） 当該販売施設の取得等は認定中小企業者又は促進事業者に限る。
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６ 連携又は支援先の農業者等から調達する農畜産物等の調達計画

年度 農畜産物 農畜産物等 連携又は支 連携又は支援先 新規又は 調達量の 備

等の種類 の調達総量 援先の農業 の農業者等から 拡 充 量 割合 考

者等の氏名 の調達数量 (トン) (％)

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

初年度

(H 年度)

２年目

(H 年度)

３年目

(H 年度)

４年目

(H 年度)

５年目

(H 年度)

最終年度

(H 年度)

連携又は支援する農業者が生産する農 年 月 日 ～

畜産物等の引受けに係る契約期間 年 月 日

（注１） 連携又は支援先の農業者等が複数の場合には、「連携又は支援先の農業者等

からの調達数量」及び「新規又は拡充量(トン)」欄には、各連携又は支援先の

農業者ごとの数量と全体の数量を記入すること。

（注２） 農商工等連携事業を契機に、連携先の農業者等が新規に又は拡大して農畜産

物等を生産する場合には、認定中小企業者は、その新規に又は拡大して生産さ

れた農畜産物等を全て引き受けることが見込まれること。

（注３） 認定中小企業者が使用する加工施設又は販売施設の取得等を行う場合は、連

携先の農業者等と最低５年以上の契約を締結し、安定的な取引関係を継続する

ことが見込まれること。

（注４） 認定中小企業者又は促進事業者が施設を使用する場合において、連携又は支

援先の農業者等からの農畜産物等のみでは商品の生産等を行うことができない

場合にあっては、連携又は支援先の農業者等から調達する農畜産物等と同種の

農畜産物等を他から調達することもできるが、その際には、この農畜産物等全

体の調達量に占める連携又は支援先の農業者等からの当該農畜産物等の調達量

の割合はおおむね50％を超えることが見込まれること。

（注５） 添付書類で当該調達計画記載事項が把握可能である場合には、その旨を記載

すれば足りる。
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様式７

農業改良資金利子補給契約申込書

農業改良資金融通法（昭和31年法律第102号）第９条及び農業改良資金融通法施行

令（昭和31年政令第131号）第２条の規定に基づき、農業改良資金利子補給契約約款

を承諾の上、平成 年度において当公庫が貸し付ける農業改良資金に係る利子補給契

約を締結したいので、下記により、申し込みます。

平成 年 月 日

農林水産大臣 殿

株式会社日本政策金融公庫

代表取締役総裁 印

記

１ 政府の利子補給に係る農業改良資金の平成 年度における貸付予定額

円

２ １の貸付予定額に係る利子補給金の予定額

(1) 平成 年度貸付けに係る同年度以降15年度間における支給予定額の総額

円

(2) 平成 年４月１日から翌年３月31日までの期間における貸付けに係る利子補給

金の平成 年度における支給予定額の総額

円
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様式８

平成 年度第 四半期及び第 四半期における資金の調達実績報告書

番 号
年 月 日

農林水産大臣 殿

公庫の代表者 印

農業改良資金制度運用基本要綱（平成14年７月９日付け14経営第1931号農林水産事
務次官依命通知）第７の２の(2)の規定に基づき、平成 年 月 日から平成

年 月 日までの期間における貸付けに係る資金の調達実績について、下記の
とおり報告します。

記
１ 第 四半期

区 分 調達年月日 償還期限 据置期間 金 利 調 達 額 備 考

財政融資資金 年 月 日 年 年 ％ 百万円

財投機関債

平均金利・合計額

２ 第 四半期

区 分 調達年月日 償還期限 据置期間 金 利 調 達 額 備 考

財政融資資金 年 月 日 年 年 ％ 百万円

財投機関債

平均金利・合計額

注１ ここで、財政融資資金とは、財政融資資金法（昭和26年法律第100号）第2条
により設置されるもので、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公
庫が政府から借り入れた資金をいう。

２ ここで、財投機関債とは、株式会社日本政策金融公庫が発行する社債及び沖
縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号）第27条第
１項の規定により発行する沖縄振興開発金融公庫債券をいう。

３ 平均金利は、調達資金の区分ごとに調達額に金利を乗じて得た値を合算し、
調達額の合計額で除して計算した加重平均値とし、小数点以下３位を四捨五入
すること。
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別
記

１

農
業

改
良

措
置

の
判

断
基

準
（

例
）

項
目

無
利

子
と

す
る

理
由

判
断

基
準

具
体

例

１
農

業
の

新
部

門
等

へ
の

進
出

当
該

担
い

手
の

従
来

の
農

業
技

術
で

①
以

下
の

作
目

区
分

を
基

本
と

し
て

、
従

来
、

取
・

輸
入

に
よ

る
価

格
下

落
に

悩
む

野
菜

農
家

は
対

応
で

き
な

い
り

扱
っ

て
い

な
い

作
目

（
品

種
を

含
む

）
区

分
→

花
き

の
施

設
栽

培
を

導
入

へ
進

出
す

る
場

合
・

需
給

緩
和

に
よ

る
価

格
下

落
に

悩
む

稲
作

農
家

米
穀

、
麦

類
、

豆
類

、
雑

穀
、

い
も

類
、

野
→

畜
産

に
転

換
１

新
部

門
導

入
に

当
た

り
、

菜
（

葉
茎

菜
)
､
野

菜
（

根
菜

）
、
野

菜
（

果
菜
）
、

・
ト

マ
ト

の
露

地
栽

培
→

施
設

水
耕

栽
培

必
要

な
機

械
・

施
設

等
を

整
花

き
（

切
花

）
、

花
き

（
鉢

物
）
、

果
樹

、
養

備
す

る
た

め
、

初
度

コ
ス

ト
蚕

、
き

の
こ

、
工

芸
作

物
、

飼
料

作
物

、
酪

が
割

高
農

、
乳

用
牛

、
肉

用
牛

、
豚

、
鶏

、
そ

の
他

２
高

度
な

技
術

の
修

得
が

必
の

家
畜

要
で

あ
る

と
と

も
に

技
術

の
（

露
地

・
施

設
に

区
分

さ
れ

る
部

門
に

つ
い

定
着

ま
で

に
時

間
が

必
要

て
は

、
必

要
に

応
じ

て
区

分
）

３
新

た
な

取
組

へ
の

精
神

的
な

負
担

②
作

目
区

分
は

従
来

と
同

じ
で

あ
る

が
、

新
た

な
・

水
稲

慣
行

栽
培

→
水

稲
直

播
に

よ
る

大
規

模
栽

培
技

術
で

、
品

質
・

収
量

の
向

上
及

び
コ

ス
ト

・
・

野
菜

慣
行

栽
培

→
低

コ
ス

ト
機

械
化

体
系

の
導

入
労

働
力

の
削

減
に

資
す

る
も

の
を

導
入

す
る

場
・

当
該

経
営

に
お

い
て

、
生

産
方

式
等

の
改

善
を

通
し

て
、

従
来

合
と

比
べ

て
規

模
拡

大
を

図
る

場
合

や
機

械
装

備
の

能
力

の
向

上
等

を
図

る
場

合

③
作

目
区

分
は

従
来

と
同

じ
で

あ
る

が
、

農
用

地
・

利
用

権
の

設
定

や
受

委
託

に
よ

る
農

地
等

の
利

用
集

積
を

図
る

の
利

用
集

積
な

ど
規

模
の

拡
大

を
図

り
、

生
産

場
合

コ
ス

ト
の

削
減

な
ど

経
営

の
合

理
化

に
資

す
る

も
の

を
導

入
す

る
場

合
２

加
工

・
流

通
部

門
へ

の
進

出
当

該
担

い
手

の
従

来
の

技
術

、
経

営
（

起
業

）
ノ

ウ
ハ

ウ
等

で
は

対
応

で
き

な
い

主
と

し
て

自
ら

の
農

業
経

営
１

新
部

門
導

入
に

あ
た

り
、

①
加

工
・

流
通

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
者

が
、

こ
・

転
作

大
豆

を
用

い
た

豆
乳

ア
イ

ス
ク

リ
ー

ム
作

り
を

開
始

に
お

い
て

生
産

し
た

農
畜

産
必

要
な

機
械

・
施

設
等

を
整

れ
を

開
始

す
る

場
合

・
地

域
内

の
消

費
者

向
け

の
直

売
の

開
始

物
の

加
工

・
流

通
を

い
う

備
す

る
た

め
、

初
度

コ
ス

ト
・

酪
農

法
人

が
、

ナ
チ

ュ
ラ

ル
チ

ー
ズ

加
工

を
開

始
が

割
高

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
利

用
し

た
直

接
販

売
の

開
始

２
高

度
な

技
術

の
修

得
が

必
・

農
作

業
・

加
工

体
験

等
を

組
み

合
わ

せ
た

消
費

者
と

の
交

流
を

要
で

あ
る

と
と

も
に

技
術

の
併

せ
行

う
取

組
定

着
ま

で
に

時
間

が
必

要
３

系
統

等
の

既
存

の
情

報
の

②
既

に
加

工
・

流
通

に
取

り
組

ん
で

い
た

者
が

、
・

ブ
ド

ウ
の

ジ
ャ

ム
加

工
→

ワ
イ

ン
製

造
開

始
他

、
独

自
で

も
市

場
動

向
、

従
来

の
ノ

ウ
ハ

ウ
で

は
対

応
で

き
な

い
新

し
い

・
カ

ッ
ト

野
菜

製
造

→
野

菜
ジ

ュ
ー

ス
製

造
開

始
消

費
者

ニ
ー

ズ
の

的
確

な
把

加
工

分
野

・
流

通
方

法
等

を
開

始
す

る
場

合
・

搾
っ

た
だ

け
の

ジ
ュ

ー
ス

製
造

→
濁

り
や

変
色

の
な

い
ジ

握
が

必
要

ュ
ー

ス
の

製
造

開
始

４
新

た
な

取
組

へ
の

精
神

的
な

負
担
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別
記

１

農
業

改
良

措
置

の
判

断
基

準
（

例
）
：

農
商

工
連

携
に

よ
る

場
合

項
目

無
利

子
と

す
る

理
由

判
断

基
準

具
体

例

１
農

業
経

営
に

必
要
な

施
設

の
新

品
種

の
作

物
を
導

入
す

る
連

携
先

【
認

定
中

小
企

業
者

の
支

援
措

置
】

【
認

定
中

小
企

業
者

の
支

援
措

置
を

受
け

た
連

携
先

の
農

業
者

設
置

の
農

業
者

等
に

か
か

る
諸

般
の

負
担

無
利

子
資

金
で

導
入

し
た

高
性

能
機

械
等

を
連

等
の

取
組

】
の

軽
減

携
先

の
農

業
者

等
に

貸
与

・
水

稲
栽

培
連

携
先

の
農

業
者

等
が

、
認

連
携

先
の

農
業
者

等
の

農
業

経
【

農
業

改
良

措
置

】
→

豆
腐

用
大

豆
、

コ
ロ

ッ
ケ

用
じ

ゃ
が

い
も

栽
培

定
中

小
企

業
者

の
ニ

ー
ズ

に
営

に
必

要
な

施
設

を
連

携
先

の
認

定
中

小
企

業
者

か
ら

の
高

性
能

機
械

等
の

貸
適

合
し

た
新

品
種

の
作

物
を

農
業

者
等

に
代
わ

っ
て

認
定

中
与

に
よ

り
、
労

働
時

間
を

軽
減

す
る

と
と

も
に

、
・

需
要

緩
和

に
よ

る
価

格
下

落
提

供
す

る
た

め
、

こ
れ

に
対

小
企

業
者

が
取
得

し
て

提
供

す
新

商
品

向
け

の
農

畜
産

物
の

生
産

を
実

現
。

→
米

粉
へ

の
加

工
適

性
に

優
れ

た
水

稲
品

種
の

栽
培

応
す

る
新

規
農

畜
産

物
を

生
る

こ
と

に
よ

り
、

連
携

先
の

農
（

新
品

種
の

導
入

、
農

作
業

の
効

率
化

）
産

す
る

こ
と

を
い

う
。

業
者

等
は

機
械
を

所
有

す
る

こ
と

な
く

必
要

な
機

械
作

業
が

可
能

と
な

り
、

過
剰

投
資

や
施

設
【

連
携

先
の

農
業

者
等

の
メ

リ
ッ

ト
】

【
認

定
中

小
企

業
者

の
支

援
措

置
を

受
け

、
連

携
先

の
農

業
者

の
遊

休
化

に
よ

る
農

業
経

営
負

○
従

来
か

ら
取

組
を

考
え

て
い

た
が

、
諸

般
の

等
の

導
入

が
期

待
さ

れ
る

施
設

の
例

】
担

の
軽

減
及

び
農

業
生

産
力

の
負

担
か

ら
二

の
足

を
踏

ん
で

い
た

新
規

農
畜

・
ご

ぼ
う

収
穫

（
手

作
業

）
増

強
が

図
ら

れ
る

た
め

。
産

物
の

導
入

を
実

現
→

ご
ぼ

う
収

穫
機

○
新

規
農

畜
産

物
の

導
入

に
よ

る
所

得
の

増
加

○
確

実
な

売
り

先
の

確
保

・
軟

弱
野

菜
調

整
（

手
作

業
）

○
生

産
物

の
高

値
取

引
→

軟
弱

野
菜

調
整

機

【
認

定
中

小
企

業
者

の
メ

リ
ッ

ト
】

無
利

子
資

金
で

導
入

し
た

高
性

能
機

械
等

を
連

携
先

の
農

業
者

等
に

貸
与

す
る

こ
と

に
よ

り
、

国
産

農
畜

産
物

の
量

的
・

安
定

的
確

保
が

可
能

に
な

り
、

高
品

質
な

加
工

品
を

安
定

的
に

製
造

し
、

広
域

販
売

を
実

現
。
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項
目

無
利

子
と

す
る

理
由

判
断

基
準

具
体

例

２
中
小

企
業

者
の

使
用

す
る

加
従

来
作

物
を

増
産
す

る
連

携
先

の
農

【
認

定
中

小
企

業
者

の
支

援
措

置
】

【
認

定
中

小
企

業
者

の
支

援
措

置
を

受
け

た
連

携
先

の
農

業
者

工
施

設
又

は
販

売
施

設
の

改
業

者
等

に
掛

か
る

諸
般

の
負

担
の

軽
コ

ロ
ッ

ケ
、
豆

腐
を

生
産

・
販

売
す

る
た

め
に

、
等

の
取

組
】

良
、

造
成

又
は

取
得

減
新

し
い

豆
腐

の
開

発
、

販
路

の
拡

大
を

行
う

と
と

も
に

、
自

ら
が

加
工

製
造

施
設

や
製

造
機

器
・

大
豆

、
じ

ゃ
が

い
も

栽
培

認
定

中
小

企
業

者
が

、
連

携
加

工
施

設
等

を
設

置
す

る
認

定
を

設
置

し
て

、
連

携
先

の
農

業
者

等
か

ら
、

生
→

豆
腐

用
大

豆
、

コ
ロ

ッ
ケ

用
じ

ゃ
が

い
も

栽
培

（
増

産
）

先
の

農
業

者
等

の
生

産
す

る
中

小
企

業
者

が
、

連
携

先
の

農
産

す
る

じ
ゃ

が
い

も
や

新
た

な
大

豆
を

大
口

・
農

畜
産

物
又

は
そ

の
加

工
品

業
者

等
の

生
産
し

た
農

畜
産

物
高

価
で

安
定

的
に

購
入

す
る

。
を

加
工

・
流

通
・

販
売

す
る

又
は

そ
の

加
工
品

を
相

当
程

度
こ

と
を

い
う

。
使

用
す

る
こ

と
又

は
相

当
程

度
【

農
業

改
良

措
置

】
販

売
す

る
こ

と
に

よ
り

、
連

携
認

定
中

小
企

業
者

に
対

し
て

じ
ゃ

が
い

も
と

豆
先

の
農

業
者

等
の

経
営

安
定

が
腐

用
の

大
豆

を
規

模
拡

大
し

て
提

供
す

る
場

合
図

ら
れ

る
た

め
。

に
お

い
て

、
生

産
量

の
拡

大
に

よ
り

作
業

の
効

率
化

が
な

さ
れ

る
と

と
も

に
、

確
実

な
売

り
先

の
確

保
に

よ
り

農
業

経
営

の
安

定
を

実
現

。
（

作
業

の
効

率
化

）

【
連

携
先

の
農

業
者

等
の

メ
リ

ッ
ト

】
【

認
定

中
小

企
業

者
の

支
援

措
置

を
受

け
、

連
携

先
の

農
業

者
○

従
来

か
ら

取
組

み
を

行
っ

て
き

た
農

畜
産

物
等

の
導

入
が

期
待

さ
れ

る
施

設
の

例
】

を
規

模
拡

大
す

る
こ

と
に

よ
り

、
農

作
業

の
省

力
化

が
実

現
・

じ
ゃ

が
い

も
貯

蔵
、

加
工

施
設

○
新

規
作

物
の

導
入

に
よ

る
所

得
の

増
加

○
確

実
な

売
り

先
の

確
保

・
豆

腐
製

造
機

○
生

産
物

の
高

値
取

引
・

コ
ロ

ッ
ケ

製
造

機
械

【
認

定
中

小
企

業
者

の
メ

リ
ッ

ト
】

○
連

携
先

の
農

業
者

等
の

生
産

物
を

原
料

と
す

る
新

商
品

の
開

発
、

販
路

拡
大

○
連

携
先

の
農

業
者

等
が

生
産

す
る

農
畜

産
物

を
加

工
・

販
売

す
る

た
め

自
ら

が
加

工
製

造
施

設
や

製
造

機
器

を
設

置
○

連
携

先
の

農
業

者
等

が
生

産
す

る
農

畜
産

物
を

大
口

・
高

価
で

安
定

的
に

購
入
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別記 ２

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令の「農林水産大臣

の定める基準」は、次のとおりとする。

１ 貸付けの対象となる農業者

貸付けの対象となる農業者は、持続性の高い農業生産方式の導入について

意欲と能力を有する者であって、当該地域の中核的な農業者であるか、又は

そのような者となることが見込まれる者とする。

２ 持続性の高い農業生産方式の導入

持続性の高い農業生産方式の導入は、環境と調和のとれた農業生産の確保

を目的とし、次に掲げる事項に該当するものでなければならない。

(1) ほ場及び作物に対して化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材

を原則として使用しない農業又は化学的に合成された農薬の使用回数（土

壌消毒剤、除草剤等を含めた散布回数の合計をいう。）若しくは化学的に

合成された肥料の使用量が当該地域の同作期において慣行的に行われてい

る農業の使用回数若しくは使用量に比べ減少させる農業であること。

(2) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則第１条各

号に定める技術を用いるものであり、かつ、当該技術による化学的に合成

された農薬又は肥料の使用を減少させる効果を十分発揮させるものである

こと。

３ 貸付けの対象となる施設、機械及び資材

貸付けの対象となる施設、機械及び資材は、持続性の高い農業生産方式の

導入に必要なものであって、農業の生産行程の総合的な改善を行う生産方式

を導入するために必要なものに限るものとする。

４ 生産方式の内容

導入を図る生産方式は、次に掲げる事項に該当するものとする。

(1) 生産方式の改善を図るため、作目、技術、生産要素を該当農業者の経営

改善にとって最も効果的となるように組み合わせたものであること。

(2) 生産方式の改善は、能率的な技術又は合理的に組み合わせた一連の技術

によって行われるものであること。

この場合の「技術の合理的な組み合わせ」の判断に当たっては、資金に

より導入する施設、機械等だけでなく、当該農業者が既に保有している施

設、機械等も含め、これらの施設、機械等による技術の組み合わせを総合

的に判断しなければならない。

(3) 当該地域における農作物の生産方式の改善を著しく寄与するものであっ

て、当該地域への普及が期待できるものであること。
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別記３

農業改良資金利子補給契約約款

（利子補給金の支給）

第１条 政府は、株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公庫」という。）が貸

し付けた農業改良資金融通法（昭和31年法律第102号。以下「法」という。）第

２条の農業改良資金（法に定めるところにより貸し付けられたものに限る。）

につき、この約款の定めるところにより、日本公庫に対し、利子補給金を支給

するものとする。

（利子補給金の支給の年限）

第２条 政府が利子補給金を支給する年限は、当該利子補給金の支給に係る農業

改良資金の貸付けをした年度以降15年度とする。

（利子補給金の支給に係る期間）

第３条 利子補給金は、毎年４月１日から同年９月30日までの期間（以下「前期

間」という。）に係るもの及び同年10月１日から翌年３月31日までの期間（以

下「後期間」という。）に係るものに分けて、支給するものとする。

（利子補給金の額）

第４条 利子補給金の額は、前条に規定する期間ごとに、当該利子補給金の支給

に係る農業改良資金の各貸付残高（当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い

償還されるものとした計算上の貸付残高を超えるときは、当該計算上の貸付残

高）につき、告示により農林水産大臣が定める利率により計算した額の合計額

とする。

（利子補給金の交付の申請）

第５条 日本公庫は、利子補給金の交付を受けようとするときは、次項に定める

期間内に別記３様式１により利子補給金交付申請書（兼支払請求書）を農林水

産大臣に提出しなければならない。

２ 当該利子補給金交付申請書の提出は、前期間に係るものについては同年９月

１日から同年９月10日までの期間に、後期間に係るものについては翌年３月１

日から翌年３月10日までの期間に行うものとする。ただし、当該申請書の作成

に当たっては、見込額とすることを妨げない。

３ 農林水産大臣は前項に規定する申請書の提出時期以外であっても、農業改良

資金の貸付けの円滑な実施を図る上で必要があると認めるときは、同項の規定

にかかわらず、日本公庫に利子補給金交付申請書（兼支払請求書）を提出させ

ることができるものとする。

（利子補給金の支払）

第６条 農林水産大臣は、前条第１項による支払請求書の提出があったときは、

調査のため日時を要する場合を除き、適当と認めたときは当該支払請求書の提

出の日の属する月の末日までに、利子補給金を支払うものとする。
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（貸付実行報告）

第７条 日本公庫は、第１条の規定による利子補給金の支給に係る農業改良資金

の貸付けを行ったときは、前期間及び後期間の末日から１カ月以内に、別記３

様式２による貸付実行報告書により農林水産大臣に報告しなければならない。

２ 日本公庫は、前項の規定により報告した貸付けの条件等の事項に変更があっ

たときは、前期間に変更があったものについては同年11月15日までに、後期間

に変更があったものについては翌年５月15日までに、それぞれ別記３様式３に

よる貸付条件等変更報告書により農林水産大臣に報告しなければならない。

（回収状況報告）

第８条 日本公庫は、第１条の規定による利子補給金の支給に係る農業改良資金

の回収状況に関し、前期間に回収したものについては同年11月15日までに、後

期間に回収したものについては翌年５月15日までに、それぞれ別記３様式４に

よる回収状況報告書により農林水産大臣に報告しなければならない。

（事業完了報告）

第９条 日本公庫は、第１条の規定による利子補給金の支給に係る各事業年度の

融資事業が完了したときは、別記３様式５による事業完了報告書により、その

実績を農林水産大臣に報告しなければならない。

２ 前項の報告は、当該事業の完了後遅滞なく行わなければならない。

（実績報告）

第10条 日本公庫は、決算終了後、第５条の利子補給金の交付に係る一会計年度

の実績を、別記３様式６による会計年度実績報告書により、速やかに農林水産

大臣に報告しなければならない。

（利子補給金額の確定等）

第11条 農林水産大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の審査を行い、

当該利子補給金の額を確定し、日本公庫に通知する。

２ 農林水産大臣は、日本公庫に交付すべき利子補給金の額を確定した場合にお

いて、既にその額を超える利子補給金が交付されているときは、その超える部

分の利子補給金の返還を命ずるものとする。
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別記３様式１

平成 年度（上期・下期）農業改良資金利子補給金交付申請書（兼支払請求書）

（平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日）

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

株式会社日本政策金融公庫

代表取締役総裁 印

農業改良資金利子補給契約約款第５条第１項の規定に基づき、平成 年 月

日から平成 年 月 日までの支給期間に係る農業改良資金の利子補給金

円の交付を申請する。

なお、併せて利子補給金 円の支払を請求する。

記

１ 平成 年度 期農業改良資金利子補給金 円

２ 農業改良資金利子補給金計算書

別紙のとおり
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別記３様式２

農業改良資金貸付実行報告書

（平成 年度第 四半期分）

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

株式会社日本政策金融公庫

代表取締役総裁 印

農業改良資金利子補給契約約款第７条第１項の規定により、下記のとおり報告する。

記

１ 農業改良資金貸付額

都道府県名 ○月 ○月 ○月 四半期計 年度累計

（管轄支店名）

件 千円 件 千円 件 千円 件 千円 件 千円

合 計
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２ 利子補給金見込額

年 度 第１四半期融 第２四半期融 第３四半期融 第４四半期融

資分に係る利 資分に係る利 資分に係る利 資分に係る利 年度合計

子補給金 子補給金 子補給金 子補給金

千円 千円 千円 千円 千円

平成 年度 当該年度

平成 年度 ２年度目

平成 年度 ３年度目

平成 年度 ４年度目

平成 年度 ５年度目

平成 年度 ６年度目

平成 年度 ７年度目

平成 年度 ８年度目

平成 年度 ９年度目

平成 年度 10年度目

平成 年度 11年度目

平成 年度 12年度目

平成 年度 13年度目

平成 年度 14年度目

平成 年度 15年度目

合 計

注：本報告書作成の基礎となる個々の借受者データを、参考様式１を参考に作成し、

必要に応じて提出すること。
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。
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別記３様式３

農業改良資金貸付条件等変更報告書

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

株式会社日本政策金融公庫

代表取締役総裁 印

農業改良資金の貸付条件等に変更があったので、農業改良資金利子補給契約約款第７

条第２項の規定により、下記のとおり報告する。

記

貸付 整理 貸付先 貸付金額 変更 据置 償還 利子補給 変更の概要
年度 番号 名称 年月日 期間 期限 金見込額

注１ 「据置期間」、「償還期限」、「利子補給金見込額」に変更があった場合には、変

更後の内容を上段に括弧書きすること。

２ 本表作成の基礎となる（別紙）「貸付条件等変更個別明細書」を別途作成し、必

要に応じて提出すること。
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（別紙）〔別記３様式３附属〕

貸付条件等変更個別明細書

１ 貸付先の名称

２ 整理番号

３ 変更する項目

４ 変更の内容

変更前 変更後

５ 変更の理由

６ 変更年月日

７ その他参考事項

（注）事業費については著しく変更した場合に限る。
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別記３様式５

農業改良資金事業完了報告書

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

株式会社日本政策金融公庫

代表取締役総裁 印

平成 年度から実施した農業改良資金の融資事業が完了したので、農業改良資金利子

補給契約約款第９条の規定により別紙のとおり報告する。
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延
滞

額
を

除
く

。
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
「

Ｃ
」

欄
に

は
、

各
貸

付
金

の
計

算
期

間
中

の
毎

日
の

最
高

残
高

（
延

滞
額

を
除

く
。
）

の
合

計
額

の
総

和
（

積
数

と
い

う
。
）

を
年

間
の

日
数

で
積

数
除

し
て

得
た

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
3
6
5

３
「

Ｆ
」

欄
に

は
、

融
資

を
実

施
し

た
年

度
に

係
る

農
業

改
良

資
金

利
子

補
給

契
約

書
に

記
載

さ
れ

た
1
5
箇

年
度

間
を

通
ず

る
利

子
補

給
金

の
限

度
額

を
記

入
す

る
こ

と
。
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別記３様式６

平成 年度農業改良資金会計年度実績報告書

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

株式会社日本政策金融公庫

代表取締役総裁 印

平成 年度に係る農業改良資金の融資事業が終了したので、農業改良資金利子補給

契約約款第10条の規定により、別紙のとおり報告する。
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（
別

紙
）
〔

別
記

３
様

式
６

附
属

]

平
成

年
度

農
業

改
良

資
金

に
係

る
利

子
補

給
実

績
計

算
書

（
期

間
平

成
年

４
月

１
日

～
平

成
年

３
月

3
1
日

）

貸
付

年
度

(
A
)
期

首
貸

付
残

高
(
B
)
期

末
貸

付
残

高
(
C
)
貸

付
平

均
残

高
(
D
)
利

子
(
E
)
国

の
利

子
補

(
F
)
上

期
に

支
払

(
G
)
下

期
に

支
払

(
H
)
返

還
額

備
考

補
給

率
給

額
(
C
×

D
)

を
受

け
た

利
子

を
受

け
た

利
子

(
F
)
+
(
G
)
-
(
E
)

（
円

）
（

円
）

（
円

）
（

年
％

）
（

円
）

補
給

額
（

円
）

補
給

額
（

円
）

（
円

）

合
計

（
注

）
１

「
Ａ

」
欄

に
は

、
４

月
１

日
現

在
の

貸
付

残
高

（
延

滞
額

を
除

く
。
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

２
「

Ｂ
」

欄
に

は
、

３
月

3
1
日

現
在

の
貸

付
残

高
（

延
滞

額
を

除
く

。
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

３
「

Ｃ
」

欄
に

は
、

各
貸

付
金

の
計

算
期

間
中

の
毎

日
の

最
高

残
高

（
延

滞
額

を
除

く
。
）

の
合

計
額

の
総

和
（

積
数

と
い

う
。
）

を
年

間
の

日
数

積
数

で
除

し
て

得
た

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
3
6
5
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別記４

平成22年法改正に伴う貸付事業の終了に係る政府への納付金の納付手続等

第１ 貸付事業の終了に係る報告
(1) 都道府県は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を

改正する法律（平成22年法律第23号。以下「改正法」という。）附則第２条第６項の規定によ
る政府への納付金を納付するに際し、平成23年６月30日までに、貸付事業終了報告書（別記４
様式１）正副２部を地方農政局長（北海道にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては内閣府
沖縄総合事務局長。以下同じ。）に提出しなければならない。

(2) 都道府県は、(1)の報告書を提出するに際し、地方農政局長から(1)の額を確認するのに必要
な書類の提出を求められたときは、その指示に従わなければならない。

第２ 貸付事業の終了後に支払を受けた貸付金の償還金に係る報告
都道府県は、貸付事業の終了の日後において、支払を受けた貸付金の償還金額等については、

その支払を受けた貸付金の償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の６月30日までに、平成○○年
度農業改良資金償還金受領額報告書（別記４様式２）正副２部を地方農政局長に提出しなければ
ならない。

第３ 事業終了に伴う政府への納付金の額
改正法附則第２条第６項の規定による政府への納付金の額は、次により算出される額とする。

(1) ①都道府県の貸付終了時（新規貸付けの終了時）における貸付金未貸付額及び②その後にお
いて支払を受けた貸付金の償還金の額の合計額から、

(2) ③償還すべき政府貸付金の額（改正法第１条の規定による改正前の農業改良資金助成法（昭
和31年法律102号。以下「旧法」という。）第14条第２項）及び④政府貸付金の償還に伴い一
般会計に繰り戻すことができる額（旧法第15条）を

控除して得た額の一部（違約金を控除した額)に、次の算式により求められた割合（国からの補
助割合）を乗じて得た額が算出される納付額である。

補助金残高（昭和59年度までの国からの補助金－自主納付額）

補助金残高＋一般会計からの繰入金残高
（注）自主納付額とは、旧法第16条第２項に基づく納付金の額をいう。

参考：国からの補助割合に係る詳解
① 昭和59年度までの国からの補助金の額（自主納付分を除く。）
② 都道府県が一般会計から特別会計に繰り入れた額（ア～ウを除く。）

ア 既に政府貸付金の返還に伴い、都道府県の一般会計に繰り入れた額（旧法第15条）
イ 既に政府補助金の自主納付に伴い、都道府県の一般会計に繰り入れた額（旧法第16条第３項）
ウ これから政府貸付金の返還に伴い、都道府県の一般会計に繰り入れる額（旧法第15条）

①及び②の合計額に対する①の割合

２ 違約金の取扱い
政府への納付金の額を求めるに際し、未貸付額には、旧法第11条に基づく違約金を含めないこ

ととする。

第４ 納付金の納付期限
政府への納付金は、以下の定める期限までに納付しなければならない。

(1) 事業終了時の未貸付額に係る納付金については、平成24年８月31日までに政府に納付しなけ
ればならない。

(2) 事業の終了後に支払を受けた貸付金の償還金に係る政府への納付金については、その支払を
受けた貸付金の償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の８月31日までに納付しなければならな
い。

第５ 納付金の納付通知
都道府県は、納付金を納付するに際し、納付すべき額等について、第４に定める期限の１か月

前までに別記４様式３により地方農政局長に通知することとする。
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第６ 事業終了前の納付金の納付
(1) 都道府県は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成22年政令第127号。以
下「整備政令」という。）第12条第３項に基づき、改正法の施行の日（平成22年10月１日）から
改正法附則第２条第１項及び第２項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業
を終了する日までに、貸付金の未貸付額の一部を政府に納付する場合は、別記４様式４により地
方農政局長に通知することとする。

(2) 都道府県が(1)により政府に納付金を納付したときは、整備政令第12条第４項の規定により旧
法第16条第３項の規定の例により、当該納付金の額に対応する一般会計からの繰入金の額として
算定される額以内の額を特別会計から一般会計に繰り入れることができる。この場合における
「算定される額」とは、次の算式による額とする。

改正法施行後事業終 県費率（１－Ｎ） Ａ＋Ｂ
了前までに納付され × Ｎ ＝
る当該納付金の額 国費率（Ｎ） Ａ＋Ｂ＋Ｃ

Ａは、昭和59年度までの国からの補助金の合計額－平成22年９月30日までの自主納付金の合計額

Ｂは、平成22年９月30日までの政府貸付金の合計額－平成22年９月30日までの政府への償還金の合計額

Ｃは、平成22年９月30日までの一般会計から特別会計への繰入金総額－平成22年９月30日までに一般会計へ

繰り戻した額の総額

第７ 延滞金
都道府県は、政府への納付金の納付に関し、第４に規定する納付期限までに完納しなかったと

きは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年10.75％の
割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

第８ 償還終了の報告
都道府県は、農業改良資金の貸付事業の終了後において、支払を受けるべき貸付金等の償還が

すべて終了したときは、２カ月以内に農業改良資金の貸付金等の償還終了に係る報告書（別記４
様式５）正副２部を地方農政局長に提出しなければならない。
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別記４様式１（別記４第１の(1)関係）

貸付事業終了報告書

番 号
年 月 日

地方農政局長 あて
北海道にあっては農林水産大臣、
沖縄県にあっては内閣府沖縄総合
事務局長

○○（都道府）県知事 氏 名 印

このことについて、農業改良資金制度運用基本要綱（平成14年７月９日付け14経営第1931号農林水産

事務次官依命通知）別記４の第１の(1)の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。
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別添１（別記４様式１附属）
貸付事業終了時の特別会計の状況

１ 貸付事業終了時の貸付勘定の貸借対照表

資 産 の 部 資 本 ・ 負 債 の 部
備 考

勘定名称 区 分 金 額（円） 区 分 金 額（円）

貸 貸 付 金 a 県 （ 都 道 府 ） 費 繰 入 残 高 c
付
事 現 金 ・ 預 金 b 国 庫 補 助 金 残 高 d
業
に そ の 他 国 庫 借 入 金 e
関
す 繰 入 運 用 益 累 計 額 f
る
貸 繰 入 違 約 金 累 計 額 g
付
勘 業務勘定由来の都道府県費繰入額 h
定

そ の 他 i

（ 不 納 欠 損 処 理 額 ） j△

合 計 合 計

※ 不納欠損処理を行い資産の部における貸付金の額を減額したものの、資本・負債の部の項目における減額を行

っていない場合には、当該金額を資本・負債の部にマイナス額で記載すること。

※ 繰入違約金累計額等について、当該金額の根拠となる資料を必要に応じ提出すること。

２ 貸付事業終了時における業務勘定の貸借対照表

資 産 の 部 資 本 ・ 負 債 の 部
備 考

勘定名称 区 分 金 額（円） 区 分 金 額（円）

業 現 金 ・ 預 金 県 （ 都 道 府 ） 費 繰 入 額

務 そ の 他 運 用 益 残 高 k

勘 違 約 金 収 入 残 高

定 そ の 他

合 計 合 計

51



３ 納付金額算定に当たっての基礎データ一覧表

① 貸付事業を終了した年月日 年 月 日

② 貸付事業終了時における未貸付額 ｂ＋ｋ－ｇ 円

③ 貸付事業終了時における貸付残高 ａ 円

④ 貸付事業終了時における政府貸付金残高 ｅ 円

⑤ 政府貸付金残高に対応する都道府県費負担額 円

⑥ 昭和59年度までの国からの補助金額 円

⑦ 事業終了時までの自主納付額の累計額 円

⑧ 別記４の第６の(1)による納付金の額 円

⑨ 別記４の第６の(2)により一般会計に繰り入れられた額 円

⑩ 一般会計からの繰入金残高 ｃ＋ｈ＋⑨ 円

⑪ 補助金残高（⑥－⑦） 円

⑫ 国からの補助金割合 ⑪／（⑪＋⑩－⑤）

⑬ 貸付事業終了時の未貸付額に係る納付金額
（②－④－⑤）×⑫ 円

⑭ 貸付事業終了後に支払われる償還金に伴う納付金見込総額
③×⑫ 円

※１ ⑫の国からの補助金割合について、割り切れない場合には分数で記入すること。
２ 算定式は、都道府県の実情により修正が必要な場合がある。
３ 上記表の記入欄の金額に一円未満の端数があるときは、「国等の債権債務等の金額の端数計

算に関する法律（昭和25年法律第61号）」により計算すること。
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別添２（別記４様式１附属）

平成 年度における貸付事業終了時までの事業実績報告書

１ 平成 年度貸付事業終了時までの農業改良資金政府貸付金借入実績

実 績

区 分 計 画 うち政府 備 考
貸付金に
係るもの

円 円
政 府 貸 付 金 借 入 額 ａ －

前 年 度 繰 越 額 ｂ

他

の 事業終了までの農業者等からの償還額ｃ

資

金 うち融資機関からの償還額

供

給 県 費 繰 入 額 ｄ

額

事 業 終 了 ま で の 運 用 益 の 額 ｅ

事業終了までの政府への償還額ｆ

政

府 政 府 へ の 自 主 納 付 額 ｇ

へ

の 一 般 会 計 へ の 繰 戻 額 ｈ

償

還 内 政 府 へ の 償 還 に 伴 う も の

額

等 訳 政府への自主納付に伴うもの

i＝(a＋b＋c＋d＋e)貸付財源
－(f＋g＋h)

貸 付 額 ｊ 実施率 ％
貸付件数 件

うち融資機関から 実施率 ％
貸付件数 件

残 余 資 金 ｋ＝ｉ－ｊ
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２ 平成 年度事業終了までの農業改良資金政府貸付金借入残高

年度初借入残高 終了までの借入額 終了までの償還額 終了時の借入残高

円 円 円 円
××○年度

〃 ○ 〃

〃 ○ 〃

〃 ○ 〃

〃 ○ 〃

〃 ○ 〃

〃 ○ 〃

〃 ○ 〃

〃 ○ 〃

〃 ○ 〃

計

（注）××には元号を記入すること。
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３ 資金貸付実績

貸 付 貸 付 実 績 備 考

貸付 うち政府
計画額 貸付 実施率

事業費 金額 貸付金に
件数 (B)/(A)

（Ａ） （Ｂ） 係るもの

千円 件 千円 千円 ％

４ 貸付残高実績

区 分 金 額 うち融資機関分 備 考

年 約 定 額 円 円
度

初 延 滞 額 Ａ
貸

付 計

残

高 計 の う ち 支 払 猶 予 額

当 期 貸 付 額

当 約 定 償 還

期 延 滞 分 の 償 還 Ｂ

償 一 時 償 還

還 繰 上 償 還

額 計

当期不納欠損処理額 Ｃ

事 約 定 額

業
終 延 滞 額 Ａ＋（本年度延滞発生額（本
了 欄に記入））－Ｂ－Ｃ
時
貸 計
付
残 計 の う ち 支 払 猶 予 額
高

当 期 償 還 件 数

(注) １ 当期とは、年度初めから農業改良資金の貸付事業を終了した日までの期間である

２ 本表は、農業者等に貸付けた農業改良資金について記入する。

３ 年度初め及び事業終了時の貸付残高中の延滞額は、それぞれの時点において約定償還日を経過している

ものの総額である。

４ 年度初め及び事業終了時の貸付残高中の支払猶予額とは、旧法第10条の規定により支払猶予を行い、そ

れぞれの時点において支払猶予期間のものの総額をいい、年度初め及び事業終了時の貸付残高約定額の内

数である。
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５ 農業者等貸付金に係る違約金実績

延 滞 違 約 金 不 当 違 約 金

区 分
件 数 金 額 件 数 金 額

件 円 件 円
農業者等

融資機関

計

（注） 不当違約金とは、農業改良資金の貸付けを受けた者（融資機関を含む。）が、故意に貸付目的以外の目的に

貸付金を使用したこと、貸付金を長期にわたり使用しないこと、都道府県に虚偽の申出等を行ったこと、都道

府県貸付規程等に記載する義務の履行を怠ったことにより、一時償還請求を受けて違約金を支払ったものをい

う。

６ 農業改良資金に係る運用益の繰入状況

特別会計への

運用方法 運用利率 運用期間 預託金額 運 用 益 備 考

繰 入 額

％ 月日～月日 円 円 円

合 計
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別記４様式２（別記４第２関係）

平成 年度農業改良資金償還金受領額報告書

番 号
年 月 日

地方農政局長 あて
北海道にあっては農林水産大臣、
沖縄県にあっては内閣府沖縄総
合事務局長

○○（都道府）県知事 氏 名 印

このことについて、農業改良資金制度運用基本要綱（平成14年７月９日付け14経営第1931号農林水
産事務次官依命通知）別記４の第２の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。

なお、平成 年度における農業改良資金に係る償還金は 円です。
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別添（別記４様式２附属）

１ 貸付残高及び償還実績

区 分 金 額 うち融資機関分 備 考

円 円 円
年 約 定 額

度

初 延 滞 額 Ａ
貸

付 計

残

高 計 の う ち 支 払 猶 予 額

約 定 償 還

本

年 延 滞 分 の 償 還 Ｂ
度

償 一 時 償 還

還

額 繰 上 償 還

計

本年度不納欠損処理額 Ｃ

年 約 定 額

度

末 延 滞 額 Ａ＋（本年度延滞発生額（本

貸 欄に記入））－Ｂ－Ｃ

付

残 計

高

計 の う ち 支 払 猶 予 額

本 年 度 償 還 件 数

(注) １ 本表は、農業改良資金の貸付事業の終了後に支払を受けた貸付金等の償還金及び農業者等における農業

改良資金の貸付残高について記入する。

２ 年度初及び年度末貸付残高中の延滞額は、それぞれの時点において約定償還日を経過しているものの総

額である。

３ 年度初及び年度末貸付残高中の支払猶予額とは、旧法第10条の規定により支払猶予を行い、それぞれの

時点において支払猶予期間のものの総額をいい、年度始め及び年度末の貸付残高約定額の内数である。

４ 平成23年度の報告に当たっては、年度初貸付残高は農業改良資金の貸付事業を終了した日における貸付

残高を、本年度償還額は貸付事業を終了した日から年度末までに受け取った償還金の額を、本年度不納欠

損処理額は、貸付事業を終了した日から年度末までの不納欠損処理額を記入すること。
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２ 年度別償還予定額

金 額（円）

年度初貸付残高

本年度償還額

年度末貸付残高

次 平成 年度償還予定額
年
度 平成 年度償還予定額
以
降 平成 年度償還予定額
の
年 平成 年度償還予定額
度
別 平成 年度償還予定額
償
還 平成 年度償還予定額
予
定 平成 年度償還予定額
額

平成 年度償還予定額

平成 年度償還予定額

平成 年度償還予定額

平成 年度償還予定額

平成 年度償還予定額

償還予定額合計

（注）事業終了の平成23年度の報告に当たって、年度初貸付残高には農業改良資金の貸付事業を終了
した日における貸付残高を、本年度償還額には貸付事業を終了した日から年度末までに受け取っ
た償還金の額を記入すること。
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別記４様式３（別記４第５関係）

平成 年度農業改良資金納付金の通知について

番 号
年 月 日

地方農政局長 あて
北海道にあっては農林水産大臣、
沖縄県にあっては内閣府沖縄総
合事務局長

○○（都道府）県知事 印

農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律（平成
22年法律第23号）附則第２条第６項に規定する納付金を、下記のとおり納付するので、農業改良資金
制度運用基本要綱（平成14年７月９日付け14経営第1931号農林水産事務次官依命通知）別記４の第５
の規定に基づき通知します。

記

１ 納 付 金 額 円

内 訳(記載例）
①平成 年度に支払を受けた貸付金の償還金に係る納付金 円
〔計算式〕 ア × イ ＝ 円

ア 平成 年度に支払いを受けた償還金の額 円
イ 国からの補助割合 Ⅰ／（Ⅰ＋（Ⅱ－Ⅲ）） ○○，○○○／△△，△△△

Ⅰ 補助金残高 （ⅰ－ⅱ） 円
ⅰ 昭和59年度までの国からの補助金額 円
ⅱ 自主納付累計額 円

Ⅱ 一般会計からの繰入金残高（ⅲ及びⅳを除いた額） 円
ⅲ 既に政府貸付金の償還に伴い、都道府県の一般会計に繰り入れた額（旧法第15条）

ⅳ 既に政府補助金の自主納付に伴い、都道府県の一般会計に繰り入れた額（旧法第16条第３項）
Ⅲ エの政府貸付金の償還に伴い都道府県の一般会計に繰入可能な額 円

②事業終了時の未貸付額に係る納付金 円
〔計算式〕 (ウ－エ－Ⅲ) × イ ＝ 円

ウ 事業終了時の未貸付額（違約金の額を除く） 円

エ 事業終了時の政府貸付金残高 円

※１ 内訳については、記載例を参考に納付金額の算定根拠が明確になるよう記載すること。

２ 金額に一円未満の端数があるときは、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和
25年法律第61号）」により計算すること。

２ 納 付 時 期 平成 年 月 日ごろ
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別記４様式４（別記４第６関係）

農業改良資金貸付金の未貸付額の一部の納付について

番 号
年 月 日

地方農政局長 あて
北海道にあっては農林水産大臣、
沖縄県にあっては内閣府沖縄総
合事務局長

○○（都道府）県知事 印

農業改良資金制度運用基本要綱（平成14年７月９日付け14経営第1931号農林水産事務次官依命通
知）別記４の第６の(1)の規定に基づき、貸付金の未貸付額の一部を下記のとおり納付します。

記

１ 納 付 金 額 円

２ 納 付 時 期 年 月 日以降
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別記４様式５（別記４第８関係）

農業改良資金の貸付金等の償還終了に係る報告書について

番 号
年 月 日

地方農政局長 あて
北海道にあっては農林水産大臣、
沖縄県にあっては内閣府沖縄総
合事務局長

○○（都道府）県知事 印

農業改良資金について、支払を受けるべき貸付金等の償還がすべて終了したので、農業改良資金制
度運用基本要綱（平成14年７月９日付け14経営第1931号農林水産事務次官依命通知）別記４の第８の
規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１ 貸付金等の償還がすべて終了した年月日 平成 年 月 日

２ 事業終了時における貸付金残高 円

３ 終了後において支払を受けた貸付金の償還金の額 円

うち国へ納付された額 円

内 訳
①平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
②平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
③平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
④平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
⑤平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
⑥平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
⑦平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
⑧平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
⑨平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
⑩平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
⑪平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
⑫平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）
⑬平成 年度 円（うち国へ納付された額 円）

合計 円（うち国へ納付された額 円）

４ その他（２と３の額に差が生じた場合、その理由及び処理概要）
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